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令和７年度高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

令和７年度高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR 業務の委託先予定者を選定するため、次

のとおり実施事業者を公募します。 

 

２ 業務の概要 

(１)業務名 

令和７年度高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR業務 

(２)業務内容 

別添「令和７年度高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR業務企画提案仕様書」のとおり 

(３)契約期間 

       契約締結日から令和８年２月２７日（金）まで 

(４)委託上限額 

   ４，88０，０００円（消費税及び地方消費税相当額１０％を含む） 

 

３ 応募資格 

  次の条件をすべて満たしていること。 

  (1)ぐんま電子入札共同システム令和 6・7 年度物品・役務入札参加資格者名簿に営業品目（大分類）

「イベント・企画・デザイン・制作」に登載があること。 

(2)企業、ＮＰＯ法人、これら以外の法人（一般社団・財団法人・公益社団・財団法人、事業協同組合等） 

(3)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者  

(4)破産宣告を受け復権していない者でない者 

(5)銀行取引停止処分を受けている者でない者 

(6)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、または民事再生法（平成

１1年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと 

(7)高山村の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと 

(8)国税及び地方税を滞納している者でないこと 

(9)暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 

(10)提案する事業が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を受けている必要がある

場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けていること 

(11)過去に地方自治体等の農業振興に係る計画策定及び類似業務の実績を有していること。なお、ア

ンケート調査、印刷製本等の業務の一部のみを受託した実績は含まない。 

 

４ 公募・選定に関するスケジュール 
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(１)公募期間 

令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 29日（木） 

(２)参加申込書提出期限 

       令和７年５月２６日（月） 午後５時まで（必着） 

(３)質問受付期限 

     令和７年５月２３日（金） 午後５時まで 

(４)企画提案書提出期限 

       令和７年５月２９日（木） 午後５時まで（必着） 

(５)プレゼンテーション・ヒアリング審査 

       令和７年６月上旬 

(６)受託予定者の決定及び通知 

       令和７年６月上旬 

(７)契約締結 

       令和７年６月上旬 

 

５ 本プロポーザルに関する質問及びそれに対する回答等 

本プロポーザルの参加や企画提案書の作成に係る質問を下記のとおり受け付けます。 

なお、審査に係る質問の受け付けはいたしません。 

(１)受付期間 

   公募開始日から令和７年５月２３日（金）午後５時まで 

(２)質問方式 

ア 様式 

任意。ただし、会社名、担当者氏名、連絡先（住所、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス）を

明記してください。 

    イ 提出方法 

       件名を「有機農業実施計画に係る情報発信・PR 業務プロポーザルに関する質問」とし、１１に記す

担当あてに電子メールによりご提出ください。なお、電子メール送信後に必ず電話にて着信をご確

認ください。 

(３)回答 

   質問書受付日の翌日から起算して３日以内（土・日曜日、祝日を除く）に、Ｅメールにより行います。

ただし、質疑の内容によっては、公平性を担保するため、回答内容を村ホームページに公表すること

があります。 

 

６ 参加申込及び参考資料の提供 

 当プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の書類を期限内にご提出ください。 

(１)提出書類 
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ア 参加申込書（様式Ⅰ） 

  イ 会社概要書（様式Ⅱ） 

 

(２)提出期限 

       令和７年５月２６日（月） 午後５時まで（必着） 

(３)提出方法 

１１に記す担当あてに郵送、持参または電子メールでご提出ください。なお、電子メールの場合は、

送信後に必ず電話にて着信をご確認ください。 

(４)要件確認 

   提出された参加申込書等により、参加資格要件を確認して適否を判定し、速やかにその結果を通

知します。 

 

７ 企画提案書の提出 

参加資格適合と判定された事業者については、次の書類を期限内にご提出ください。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書 

       仕様書の業務内容を反映し、参考様式に準じて作成してください。 

     （参考様式にある項目はすべて記述願います） 

      イ 費用見積書（任意様式） 

※宛名は「高山村長 後藤幸三」とし、見積書の内訳には各経費の単価、消費税及び地方消

費税額を明記してください。 

          ※正式な見積については、審査の結果を踏まえ、最も優れた企画を提案した応募者に改めて

依頼します。 

ウ 添付書類 

(ア)暴力団排除に関する誓約書（様式１）（※注） 

   (イ)登記事項証明書（現在事項全部証明書）（※注） 

          （３か月以内に発行されたもの。複製可） 

 (ウ)直近の決算に係る財務諸表（※注） 

(エ)課税（免税）事業者届出書（様式２） 

(オ)会社概要等事業者の概要がわかるもの（パンフレット等）（任意様式） 

          ※その他、村が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

   （※注）ウの（ア）（イ）（ウ）については、「令和６年度物件等購入契約資格者名簿」搭載者は提

出不要。 

(２)提出方法 

ア 提出部数 

         「企画提案内容」は１０部 
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     「企画提案書（鑑）」、費用見積書及び添付書類は１部 

イ 提出方法 

郵送（（簡易）書留にすること）又は持参 

     （持参の場合は、平日の８時３０分～１７時の間にご来庁ください） 

ウ 提出期限 

    令和７年５月２９日（木） 午後５時まで（必着） 

  エ 提出先 

   １１に記す担当あてにご提出ください。 

（３）応募書類の取扱い 

・提出された応募書類は返却しません。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

 

８ 審査 

提出された書類及び企画提案に関する審査を次のとおり実施し、その結果、最も優れた企画提案を提

出した事業者を、受託候補者として選定します。 

(１)プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

ア 日時 

令和７年６月上旬 

※詳細については企画提案者に別途通知します。あくまでも現時点の予定であり、都合により変

更になる可能性があります。また、感染症の感染拡大状況によっては、リモートでの実施または

書面審査とする可能性があります。 

イ 場所 

        高山村役場庁舎内会議室 

   ※詳細については企画提案者に別途通知します。 

ウ 実施方法 

・企画提案者によるプレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングの所要時間は、一提案者あ

たり３０分程度（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答約１０分）を予定しています。 

・一提案者あたり３名までの出席とします。 

・原則として、審査当日に新たな説明資料を追加することは認めません。 

(２)審査方法 

 「高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR 業務委託業者選定委員会」（以下、「選定委員会」

という。）が、別紙「令和７年度高山村有機農業実施計画に係る情報発信・PR業務委託業者選定基

準書」に基づき、審査を行います。 

(３)選定方法 

・選定委員会の委員（以下、「選定委員」という。）による審査の結果、各選定委員の評価点の合計

点数が最も高い者を受託候補者とし、随意契約の交渉を行います。 
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・上記の受託候補者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い者から順に交渉を行います。  

・評価点の合計点数が同点だった場合は、選定委員の合議による優劣の比較審査を行い、評価項

目に加算もしくは減算を行い、合計点数の優劣をつけ受託候補者を決定します。 

・企画提案者が一者だった場合は、選考委員による評価の合計の平均点が７０点以上だった時に、

当該企画提案者を受託候補者として特定します。 

 

(４)審査結果 

令和７年６月上旬に、応募事業者すべてに通知します。 

(５)その他 

次のいずれかに該当した場合には、失格とします。 

・企画提案書の提出期限を過ぎて提出された場合 

・提出書類に虚偽の記載があった場合 

・見積金額が委託上限額を超過している場合 

・審査の公平性を害する行為があったと高山村が認める場合  

・誠実な契約の履行が望めないと高山村が判断した場合 

 

９ 契約締結等の手続 

(１)契約の締結 

企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び契約金額は、受託

候補者と村の間で調整を行い、双方の合意が得られた場合、契約を締結します。 

当該協議が不成立の場合は、次に評価の高い応募者と協議を行う場合があります。なお、契約締結

に必要な経費は契約相手方の負担とします。 

(２)その他 

・契約代金の支払は、成果物の引渡しが完了した後に行うものとします。 

・受託候補者が、特別な事情により締結しない場合は、その理由を明記した辞退届を提出するもの

とします。なお、この場合においては、次順位者を受託候補者とします。 

 

１０ 注意事項 

(１)このプロポーザルの参加に要する経費は、すべて提案者の負担とします。 

(２)提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後の場合には

契約解除することがあります。また、これにより村が損害を被った場合には、賠償を請求することがあり

ます。 

(３)参加申込後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨を書面にて提出するものとします。  

(４）受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除することがあります。  

この場合においても、受託者の損害を補償しません。 

(５)本プロポーザルへの企画提案は、一者一提案のみとします。 
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(６)業務委託者が主たる業務を第三者に委託し、又は請け負わせて実施することは認めません。また、再

委託等の相手方が当該プロポーザルの入札者となることは認めません。 

(７)一事業者が複数のプロポーザル入札者の協力者になることは原則として認めません。 

(８)このプロポーザルの参加に係る手続き、提出書類、ヒアリング等で使用する言語及び通貨については、

日本語及び日本国通貨とします。 

 

 

１１ 担当所属・連絡先 

   高山村役場 総務課 担当：飯塚 

   住所：〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山 2856番地 1 

   電話：0279-26-7951（直通） ＦＡＸ：0279-63-2768 

   e-mail：r-iizuka@vill.takayama.gunma.jp 


